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平 成 ２４ 年 度 の 事 業 概 要 平 成 ２３ 年 度 の 実 績 
実 績

評 価

 

１ 消費生活相談の充実（経済労働局） 

消費者行政センターで消費生活相談の効率的対応

に努め、 複雑・専門化している消費生活のトラブル

に迅速・的確に対応できるよう、苦情処理機能の充

実を図る。また、多様化する市民ニーズに対応する

ため、引き続き区役所出張相談、電子メール相談、

毎週金曜日の電話による延長相談を実施し、相談体

制の充実を図る。 

国民生活センターを中心とした全国消費生活情報

ネットワークシステム(PIO-NET)を活用し、苦情処

理に関する必要な情報を迅速に入手、活用する。ま

た、関係機関とも協力し、消費者トラブル・危害防

止等の情報収集を行うとともに消費者への情報提供

に努める。 

 

  消費生活に関する相談窓口 

・川崎市消費者行政センター 

相談日 月～金曜日（休日・年末年始を除く）

電  話  ２００－３０３０（直通） 

相談時間  ９：００～１６：００  

※毎週金曜日は電話相談のみ19：00まで延長 

 

・区役所出張相談（前日までに予約が必要） 

中原区役所 金曜日（休日・年末年始を除く）

高津区役所 火曜日（休日・年末年始を除く）

多摩区役所 月曜日（休日・年末年始を除く）

電  話  ２００－３０３０（相談予約） 

相談時間  ９：００～１６：００ 

 

・電子メール相談 

消費者行政センターホームページの電子メール

による消費生活相談送信フォームから送信 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 消費生活相談の充実 

消費生活相談については、相談員業務委託の安定

した運営により効率的かつ的確な相談体制の充実

を図った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  消費生活に関する相談窓口 

平成２３年度の相談概要 資料編１(P52)参照 

□ 窓口相談件数 

 平成２３年度 平成２２年度

相談件数 ８，０９２件 ７，７６９件

 

□ 契約当事者の特徴 

年代別では、多い順に３０歳代、４０歳代、

７０歳以上、６０歳代、５０歳代、２０歳代、

１９歳以下と続き、相談件数は、２０歳代、３

０歳代が減少し、６０歳代、７０歳以上が増加

している。 

  男女別では、女性（３，９１４件）が男性（３，

７７６件）件を上回った。 

 

□ 相談内容 

相談を内容別に分類すると、１位「契約・解

約」４，９５８件（６１．３％）、２位「販売

方法」３，９６９件（４９．０％）、３位「価

格・料金」１，８９２件（２３．４％）、４位

「接客対応」１，５８０件（１９．５％）の順

であった。 
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平 成 ２４ 年 度 の 事 業 概 要 平 成 ２３ 年 度 の 実 績 
実 績

評 価

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  相談員への助言等の充実 

弁護士や技術士等から専門的な助言を受ける

ため、研修会を定期的に開催する等、相談員の質

の向上に努める。 

 

 

 

 

 

① 専門的アドバイス 

・弁護士の来所による助言       ５０回

・弁護士による文書での助言      １６回

・弁護士による電話での簡易な助言    通年

・宅地建物取引主任者の来所による助言 １２回

・建築士による助言         ５件以内

 

 

□ 商品・役務（サービス）の特徴 

上位品目としては、１位「デジタルコンテン

ツ」１，３２０件（１６．３％）、２位「不動産

貸借」５８３（７．２％）、３位「フリーローン・

サラ金」２２０件（２．７％）４位「工事・建

築」２１３件（２．６％）、５位「ファンド型投

資商品」１６２件（２．０％）１位「デジタル

コンテンツ」の相談内容は不当請求に関するも

の、２位の「不動産貸借」は賃貸アパートに関

するもの、５位の「ファンド型投資商品」は和

牛オーナー制度を運営していた事業者が経営破

たんをしたことにより、それに関する相談が多

く寄せられている。 

  年代別に見ると、６０歳代以下は「デジタル

コンテンツ」が１位、「不動産貸借」が１９歳以

下と７０歳以上を除くいずれの年代でも上位に

なっている。 

 

□ 店舗外購入（特殊販売）に関する相談 

１位「通信販売」（２，５０７件）、２位「訪

問販売」（９１４件）、３位「電話勧誘販売」（４

８１件）の順になっている。主な商品・役務に

ついては、１位「通信販売」はデジタルコンテ

ンツの相談が多く、２位「訪問販売」は新聞、

プロパンガス、３位「電話勧誘販売」はファン

ド型投資商品や新築分譲マンションが上位を占

めている。 
 

□ メール相談件数 

 平成２３年度 平成２２年度

相談件数 ２３３件 １６９件

 

  相談員への助言等の充実 

   法律的・専門的な知識が必要とされる消費生活

相談に対して、弁護士や建築士等のアドバイスを

受けながら相談を実施できる体制を築くことによ

り、相談窓口の高度化が図れた。また、消費生活

相談に必要な知識習得や相談事案処理能力の向上

ための研修を充実させ、相談員の質の向上が図れ

た。 

 

  ① 専門的アドバイス 

・弁護士の来所による助言       ４９回

・弁護士による電話での簡易な助言      通年 

・宅地建物取引主任者の来所による助言 １２回
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平 成 ２４ 年 度 の 事 業 概 要 平 成 ２３ 年 度 の 実 績 
実 績

評 価

 

② レベルアップ研修 

・弁護士を講師とする苦情処理の研修会  ３回

・レベルアップ研修の実施        ６回

・研修参加支援 

消費者庁、神奈川県、国民生活センター等が開催す

研修会への参加支援 

 

  特別相談の実施               

前年に引き続き「若者１１０番」、「高齢者１１

  ０番」及び「多重債務相談」を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  緊急特別相談の実施 

企業の倒産等により相談の急増が見込まれると

きに、相談窓口を臨時的に設置し、迅速・的確に

対処する。  

 

  危害・危険情報の収集 

   国民生活センター等の関係機関に危害情報を迅

  速に提供する。 

 

 

 

 

 

 

 

  重大事故等の通知 

消費者安全法に規定する重大事故等について消

費者庁に通知する。 

 

  関係機関との連携 

消費者被害救済にむけて、複雑・多様化してい

る消費生活相談に迅速かつ的確に対応するため、

関係部局、関係機関、専門機関と連携を図る。 

 

② レベルアップ研修 

・弁護士を講師とする苦情処理の研修会  ３回

・レベルアップ研修の実施        ６回

・研修参加支援 

・消費者庁､神奈川県､国民生活センター等が開催

する研修会への参加支援３７回 延べ９３人 

 

  特別相談の実施  

・「若者１１０番」の実施 

「関東甲信越ブロック悪質商法被害防止共同キ

ャンペーン」の開催中、若者１１０番を実施し、

２日間で７件(２０歳未満２件、２０歳～２９歳

５件)の相談を受け付けた。 

・「高齢者１１０番」の実施 

８都県・６政令市･３協会・国民生活センターで

同時実施､２日間で１９件の相談を受け付けた。

・「多重債務相談」の実施 

全国一斉多重債務相談ウィーク期間に、県・横

浜 弁護士会・県司法書士会と共催で実施、法

律相談後、かながわ生活支援センターによる生

活再建支援相談を実施し、１日で２件の相談を

受けた。 

 

  緊急特別相談の実施 

   緊急特別相談の必要性が認められなかったた

め、実施を見送った。 

 

 

  危害・危険情報の収集 

実際にけが、病気等を受けた危害は１１７件で、

皮膚障害２９件、消化器障害・熱傷１１件、擦過

傷・挫傷・打撲傷８件、刺傷・切傷７件が主な相

談である。危険は５４件で、異物の混入は８件、

破損・折損７件、発火・引火６件、発煙・火花、

機能故障が５件であった。 

国民生活センター等の関係機関に危害情報を迅

速に提供した。 

 

  重大事故等の通知 

消費者安全法に規定する重大事故等について消

費者庁に４件通知した。 

 

  関係機関との連携 

・多重債務者関係連絡会議        ２回

・神奈川県多重債務者対策協議会     １回

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－
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平 成 ２４ 年 度 の 事 業 概 要 平 成 ２３ 年 度 の 実 績 
実 績

評 価

 

２ 被害の救済（経済労働局） 

  苦情処理のあっせん・調停等 

消費者の被害状況等により苦情処理部会があっ 

せん・調停等を行い消費者の救済にあたる。 

   苦情処理部会 

    委員９名の構成 

    消費者行政推進委員 ２名 

    学識経験者     ４名 

    消費者       ２名 

    事業者       １名 

 

 

 

 

 

  消費者訴訟の援助 

引き続き消費者訴訟に要する費用の貸付を行

い、消費者訴訟の援助を行う。 

 

   被害救済にむけた関係機関との連携 

消費者の被害救済にむけて、神奈川県警察本部

及び市内８警察署との連絡会議を開催する。また、

関係機関との連絡会議に出席し、情報収集・情報

交換を行い、連携の強化を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 被害の救済 

   苦情処理のあっせん・調停等 

苦情処理部会の開催 

第１回 ７月１５日（金） 

【議 題】 

・部会長等の選出 

・平成２２年度消費生活相談年報について 

・消費生活相談における解決苦慮事例について

・事業者指導事例について 

第２回 １月３１日（火） 

【議 題】 

・平成２３年度上半期消費生活相談統計について

・消費生活相談における解決苦慮事例について

・事業者指導事例について 

 

  消費者訴訟の援助 

   消費者訴訟の費用援助申込みはなかった。 

 

 

  被害の救済にむけた関係機関との連携 

神奈川県警察本部及び市内８警察署との連絡

会議を開催した。また、関係機関との連絡会議に

出席し、情報収集・情報交換を行い、消費者の被

害救済にむけて連携の強化を図った。 

・消費生活相談に関する連絡会議     １回

・苦情相談担当者会議         １２回

・消費者保護連絡会議          ３回

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－
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